
 墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第１１６号 



   墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０年墨田区規則第２１号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「（第１号様式）」の次に「又は後期高齢者医療保険料納入通知書

（第１号の２様式又は第１号の３様式）」を加え、同条第２項中「後期高齢者医療保

険料納入通知書（第２号様式）」を「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額

変更・中止通知書（第２号様式）又は後期高齢者医療保険料納入通知書（第２号の２

様式）」に改める。 

 第３条中「後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書」を「後期高齢者医療保険料納

付書」に改める。 

 第４条第１項中「後期高齢者医療保険料納入通知書・特別徴収開始通知書」を「後

期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」に改め、同条第２項中「後期

高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収納入通知書（第４号様式）」を「後期高齢者医療 

保険料納入通知書（第１号の２様式又は第２号の２様式）」に改め、同条第３項中

「後期高齢者医療保険料変更通知書」を「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴

収額変更・中止通知書」に改める。 

 第６条中「後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書」を「後期高齢者医療保険料督

促状」に改める。 

 第７条第２項中「後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書」を「後期高齢

者医療保険料還付充当通知書」に改め、同条第３項中「（第１０号様式）」を削る。 

 第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

 （電子計算組織による様式） 

第１２条 前各条に規定する様式のうち電子計算組織により作成する様式については、 

当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができるもの

とする。 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 



第１号様式（表） 

 

 

年度 後期高齢者医療保険料 納入通知書 兼 特別徴収開始通知書 

 

墨田区長    印   

 

  年度分の後期高齢者医療保険料額を次のとおり徴収することに決定しましたので通知し

ます。 

決定(変更) 

理由 

  【期別保険料額】 

 
期別・月 

決定  
納期限 

 普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 

徴収決定年月日          

自 自治体に納付 

する保険料額 
 

        

        

         

        

あなた様の納付方法は下記のとおりです。         

納付方法          

特別徴収 

義務者 

         

        

特別徴収 

対象年金 

         

        

特別徴収 

年金給付額 

         

       

普通徴収分 

口座情報 

        

       

 合計額    
 

（Ａ４） 



第１号様式（裏） 

◆納付方法が特別徴収の場合、２月の徴収額と同額を翌年度の４月、６月及び８月に特別徴収（仮徴収）

します。 

◆特徴…「特別徴収」年金からの差引きでお支払いただきます。 

普徴…「普通徴収」納付方法に記載されている方法（口座振替又は納付書）でお支払いただきます。 

◆納期限は各月末日です（ただし、金融機関が休みのときは、翌営業日となります。）。なお、口座振替は

納期限が引落し日となります。 
 

１ 後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例の規定によって、後期高齢者医療制度の被保険者に対して賦課されたものです。 
 

２ 保険料の算出方法は、以下のとおりです。 

  所得割額＝賦課のもととなる所得金額（※１）×所得割率    ％  確定年保険料 

  均等割額＝      円（     年度）           ［   万円を限度とする。］ 

  なお、    年４月１日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。 

  ※１ 賦課のもととなる所得金額＝総所得金額等－基礎控除額   万円（合計所得金額が   万円

以下の場合） 
 

３ 低所得者に対する軽減 

  次に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。 

  同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が、 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 以下 

    軽減割合・・・７ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・５ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・２ 割 
 

４ 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 

  該当する場合、所得割が課されず、均等割額が加入から２年を経過する月まで５割軽減となります。 

  ただし、低所得者に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。 
 

５ 不服申立て及び取消訴訟 

  この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東

京都後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

  また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、保険料の決定については東京都後期

高齢者医療広域連合を被告として（代表者は、東京都後期高齢者医療広域連合長となります。）、徴収方

法については墨田区を被告として（代表者は、墨田区長となります。）提起することができます（なお、

当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①

から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

 ① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 
【問合せ先】 

 



 第１号様式の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号の２様式（表） 

 

年度 後期高齢者医療保険料 納入通知書 

 

墨田区長    印   

   年度分の後期高齢者医療保険料額を次のとおり徴収することに決定しましたので通知します。 
あなた様の納付方法は下記のとおりです。  【期別保険料額】   

納付方法   
年金支払月 

特別徴収される保険料額 

特別徴収義務者 
  決定  

    

特別徴収対象年金 
     

    

特別徴収年金給付額   仮徴収額合計   

本年度の確定後の保険料は、７月中旬にあらためて通知します。 

 

不服申立て及び取消訴訟 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東京

都後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査

請求をすることができなくなります。）。 

また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、保険料の決定については東京都後期高齢

者医療広域連合を被告として（代表者は、東京都後期高齢者医療広域連合長となります。）、徴収方法につ

いては墨田区を被告として（代表者は、墨田区長となります。）提起することができます（なお、当該裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１

年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までの

いずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

 ① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

（Ａ４） 



第１号の２様式（裏） 

１ 仮徴収について 

 ⑴ 仮徴収額は、前年度の保険料に基づき、計算した暫定のものです。なお、今年度後期高齢者医療保険

料の年間の確定額及び１０月以降の徴収額は、昨年中の所得等で再計算し、７月に通知する予定です。 

 ⑵ ４月の保険料は、原則として２月に特別徴収した金額と同額を徴収します。 

 ⑶ ６月及び８月の保険料は、原則として４月に特別徴収した金額と同額を徴収します。ただし、各期の

保険料額を均等にするために調整することがあります。 

 ⑷ 年度の途中から加入された方については、１年間加入していたものとみなして算出した年間保険料額

に基づき、仮徴収額を計算しています。 

 

２ 後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例の規定によって、後期高齢者医療制度の被保険者に対して賦課されたものです。 

 

３ 保険料の算出方法は、以下のとおりです (    年度の算出方法です。) 。 

  所得割額＝賦課のもととなる所得金額（※１）×所得割率    ％  確定年保険料 

  均等割額＝      円                    ［   万円を限度とする。］ 

  なお、４月１日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。 

  ※１ 賦課のもととなる所得金額＝総所得金額等－基礎控除額  万円（合計所得金額が   万円以

下の場合） 

 

４ 低所得者に対する軽減（    年度の算出方法です。） 

  次に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。 

  同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が、 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 以下 

    軽減割合・・・７ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・５ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・２ 割 

 

５ 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 

  該当する場合、所得割額が課されず、均等割額が加入から２年を経過する月までは５割軽減となります。

  ただし、低所得者に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。 

 

【問合せ先】 

 



第１号の３様式（表） 

 

年度 後期高齢者医療保険料 納入通知書 

 

墨田区長    印   

 

   年度分の後期高齢者医療保険料額を次のとおり徴収することに決定しましたので通知

します。 

決定理由  
 【期別保険料額】 

 
期別・月 

決定した保険料額 
納期限 

徴収決定年月日   普通徴収 

自 自治体に納付 

する保険料額 
 

     

     

あなた様の納付方法は下記のとおりです。      

納付方法   合計額   

普通徴収分 

口座情報 
 

     

     

◆本年度の確定後の保険料は、７月中旬にあらためて通知します。 

◆納期限は各月末日です（ただし、金融機関が休みのときは、翌営業日となります。）。なお、口座振

替は納期限が引落し日となります。 

 

（Ａ４） 



第１号の３様式（裏） 

※ 不服申立て及び取消訴訟 

  この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東

京都後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

  また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、保険料の決定については東京都後期

高齢者医療広域連合を被告として（代表者は、東京都後期高齢者医療広域連合長となります。）、徴収方

法については墨田区を被告として（代表者は、墨田区長となります。）提起することができます（なお、

当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①

から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

 ① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 
 

【問合せ先】 

 



第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（表） 

 

 

年度 後期高齢者医療保険料 納入通知書 兼 特別徴収額変更・中止通知書 

 

墨田区長    印   

 

  年度分の後期高齢者医療保険料額について次のとおり徴収額を変更しましたので通知し

ます。 

決定(変更) 

理由 

  【期別保険料額】 

 
期別・月 

変更後 変更前 
納期限 

 普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 

徴収決定年月日          

自 自治体に納付 

する保険料額 
 

        

        

         

        

あなた様の納付方法は下記のとおりです。         

納付方法          

特別徴収 

義務者 

         

        

特別徴収 

対象年金 

         

        

特別徴収 

年金給付額 

         

       

普通徴収分 

口座情報 

        

       

 合計額    
 

（Ａ４） 



第２号様式（裏） 

◆納付方法が特別徴収の場合、２月の徴収額と同額を翌年度の４月、６月及び８月に特別徴収（仮徴収）

します。 

◆特徴…「特別徴収」年金からの差引きでお支払いただきます。 

普徴…「普通徴収」納付方法に記載されている方法（口座振替又は納付書）でお支払いただきます。 

◆納期限は各月末日です（ただし、金融機関が休みのときは、翌営業日となります。）。なお、口座振替

は納期限が引落し日となります。 
 

１ 後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例の規定によって、後期高齢者医療制度の被保険者に対して賦課されたものです。 
 

２ 保険料の算出方法は、以下のとおりです。 

  所得割額＝賦課のもととなる所得金額（※１）×所得割率    ％  確定年保険料 

  均等割額＝      円（     年度）           ［   万円を限度とする。］ 

  なお、    年４月１日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。 

  ※１ 賦課のもととなる所得金額＝総所得金額等－基礎控除額   万円（合計所得金額が   万円

以下の場合） 
 

３ 低所得者に対する軽減 

  次に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。 

  同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が、 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 以下 

    軽減割合・・・７ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・５ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・２ 割 
 

４ 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 

  該当する場合、所得割が課されず、均等割額が加入から２年を経過する月まで５割軽減となります。 

  ただし、低所得者に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。 
 

５ 不服申立て及び取消訴訟 

  この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東

京都後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

  また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、保険料の決定については東京都後期

高齢者医療広域連合を被告として（代表者は、東京都後期高齢者医療広域連合長となります。）、徴収方

法については墨田区を被告として（代表者は、墨田区長となります。）提起することができます（なお、

当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①

から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

 ① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 
【問合せ先】 

 



第２号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号の２様式（表） 

 

年度 後期高齢者医療保険料 納入通知書 

 

墨田区長    印   

   年度分の後期高齢者医療保険料額を次のとおり徴収することに決定しましたので通知します。 
あなた様の納付方法は下記のとおりです。  【期別保険料額】   

納付方法   
年金支払月 

特別徴収される保険料額 

特別徴収義務者 
  変更後 変更前 

    

特別徴収対象年金 
     

    

特別徴収年金給付額   仮徴収額合計   

本年度の確定後の保険料は、７月中旬にあらためて通知します。 

 

不服申立て及び取消訴訟 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東京

都後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査

請求をすることができなくなります。）。 

また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、保険料の決定については東京都後期高齢

者医療広域連合を被告として（代表者は、東京都後期高齢者医療広域連合長となります。）、徴収方法につ

いては墨田区を被告として（代表者は、墨田区長となります。）提起することができます（なお、当該裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１

年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までの

いずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

 ① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

（Ａ４） 



第２号の２様式（裏） 

１ 仮徴収について 

 ⑴ 仮徴収額は、前年度の保険料に基づき、計算した暫定のものです。なお、今年度後期高齢者医療保険

料の年間の確定額及び１０月以降の徴収額は、昨年中の所得等で再計算し、７月に通知する予定です。 

 ⑵ ４月の保険料は、原則として２月に特別徴収した金額と同額を徴収します。 

 ⑶ ６月及び８月の保険料は、原則として４月に特別徴収した金額と同額を徴収します。ただし、各期の

保険料額を均等にするために調整することがあります。 

 ⑷ 年度の途中から加入された方については、１年間加入していたものとみなして算出した年間保険料額

に基づき、仮徴収額を計算しています。 

 

２ 後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例の規定によって、後期高齢者医療制度の被保険者に対して賦課されたものです。 

 

３ 保険料の算出方法は、以下のとおりです (    年度の算出方法です。) 。 

  所得割額＝賦課のもととなる所得金額（※１）×所得割率    ％  確定年保険料 

  均等割額＝      円                    ［   万円を限度とする。］ 

  なお、４月１日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。 

  ※１ 賦課のもととなる所得金額＝総所得金額等－基礎控除額  万円（合計所得金額が   万円以

下の場合） 

 

４ 低所得者に対する軽減（    年度の算出方法です。） 

  次に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。 

  同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が、 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 以下 

    軽減割合・・・７ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・５ 割 

   ４３万円 + ｛年金又は給与所得者の合計数－１｝×１０万円 +  万円 ×｛被保険者数｝以下 

    軽減割合・・・２ 割 

 

５ 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 

  該当する場合、所得割額が課されず、均等割額が加入から２年を経過する月までは５割軽減となります。

  ただし、低所得者に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。 

 

【問合せ先】 

 



 第３号様式から第４号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（表） 

墨田区 納付書（納入済通知書）                1 

○公    年度   後期高齢者医療保険料 

加入 

者名 
墨田区会計管理者 

口座記号 

番 号 
 

合計 

金額 
円 

収納機関 

番 号 

 納付 

番号 

 確認 

番号 

 納付 

区分 

 

納期限 通知書番号 年度 期別 

▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   

 

 

保険料 円 延滞金 円 領収日付印 

督促手数料 円 合計金額 円 

コンビ

ニ
等収

納
用 

収納代行： 

（御注意） 

バーコード

がないも

の、あって

も読み取り

ができない

ものや金額

を訂正した

場合、コン

ビニエンス

ストア等で

は納付でき

ません。 

（主管課/コンビ

ニ等本部保管） 

納付 

義務 

者名 

 指定期限  

バーコード 

使用期限 

 

 

取りまとめ店： 

主管課： 

□ 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
くだ

さ
い
。 

  1 墨田区    ○公  

   納付書（原符） 
 
  年度 

後期高齢者医療保険料 

加入者名    墨田区会計管理者 

口座記号番号 

保険料             円 

延滞金             円 

督促手数料           円 

合計金額 

                円 

納付義務者名 

通知書番号 

納期限 

指定期限 

 

被保険者番号： 

 

墨田区 

13107 

領収日付印 

収納代行： 

 

主管課 

 

金融機関保管・コンビニ等店舗控 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
しく

だ
さ
い
。 

墨田区 領収証書 

下記のとおり領収しました。  

○公  

  年度 

後期高齢者医療保険料 

加入者名  墨田区会計管理者 
口座記号番号 
保険料          円 

延滞金          円 
督促手数料        円 

合計金額         円 

納付義務者名 

通知書番号 

納期限 

指定期限 

 
被保険者番号： 

 

交付日： 

収納代行： 

 
 

領収日付印 

 
 
 
 
納付者保管・収入印紙不要 

 

 

 

お
問
合
せ
先
は
裏
面
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。 

縦 １１４ミリメートル 
横 ２１６ミリメートル 



第３号様式（裏） 

主管課 

 

 

電話 

受付時間 

 

 

 

 

 

 

 

領収証書とレシートは 

大切に保管してください。 

納付場所  

 

 

 

 



第３号の２様式（表） 

墨田区 納付書（納入済通知書）              1 

○公    年度   後期高齢者医療保険料 

加入 

者名 
墨田区会計管理者 

口座記号 

番 号 
 

合計 

金額 
円 

収納機関 

番 号 

 納付 

番号 

 確認 

番号 

 納付 

区分 

 

納期限 通知書番号 年度 期別 

▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   

 

 

保険料 円 延滞金 円 領収日付印 

督促手数料 円 合計金額 円 

コンビ

ニ
等収

納
用 

収納代行： 

（御注意） 

バーコードが

ないもの、あ

っても読み取

りができない

ものや金額を

訂正した場

合、コンビニ

エンスストア

等では納付で

きません。 

（主管課/コンビ

ニ等本部保管） 

納付 

義務 

者名 

 指定期限  

バーコード 

使用期限 

 

 

取りまとめ店：  

主管課： 

□ 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
くだ

さ
い
。 

  1 墨田区    ○公  

   納付書（原符） 
 
  年度 

後期高齢者医療保険料 

加入者名    墨田区会計管理者 

口座記号番号 

保険料             円 

延滞金             円 

督促手数料           円 

合計金額 

                円 

納付義務者名 

通知書番号 

納期限 

指定期限 

 

被保険者番号： 

 

墨田区 

13107 

領収日付印 

収納代行： 

 

主管課 

 

金融機関保管・コンビニ等店舗控 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
しく

だ
さ
い
。 

墨田区 領収証書 

下記のとおり領収しました。 

  ○公  

  年度 

後期高齢者医療保険料 

加入者名  墨田区会計管理者 
口座記号番号 
保険料          円 

延滞金          円 
督促手数料        円 

合計金額         円 

納付義務者名 

通知書番号 

納期限 

指定期限 

 
被保険者番号： 

 

交付日： 

収納代行： 

 
 

領収日付印 

 
 
 
 
納付者保管・収入印紙不要 

 

 

 

 

 

お
問
合
せ
先
は
裏
面
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。 

縦 １１４ミリメートル 
横 ４３２ミリメートル 



第３号の２様式（裏） 

延滞金 

 後期高齢者医療保険料を納期限までに納付しなかったときは、当初の

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その保険料額（1,000 円

未満の端数は切捨て）に年 14.6%を上限として延滞金に係る延滞金特例

基準割合（※）に年 7.3%の割合を加算した割合（納期限の翌日から 3 か

月を経過する日までは、年7.3%を上限として延滞金特例基準割合に年1%

の割合を加算した割合）で計算した金額（100 円未満の端数は切捨て）

に相当する延滞金が加算されます。ただし、保険料額が 2,000 円未満の

場合、又は延滞金が 1,000 円未満の場合は加算されません。 

 この納付書の延滞金は、納期限の翌日から発行した日までの日数に応

じて計算してありますので、納付した日によっては延滞金に差額が生

じ、後日差額を請求させていただくことがあります（この納付書での請

求が延滞金だけの方は、保険料の完納日で計算した確定延滞金で

す。）。 

※延滞金特例基準割合…各年の前々年の 9月から前年の 8月までの各月 

における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の 

合計を 12 で除して得た割合として各年の前年 

の 11 月 30 日までに財務大臣が告示する割合に、 

年 1%の割合を加算した割合 

口座振替での納付 

主管課 

 

 

電話 

受付時間 

 

 

 

 

 

 

 

領収証書とレシートは 

大切に保管してください。 

納付場所  

 

第４号様式 削除 

 第８号様式から第１０号様式までを次のように改める。 

 



第８号様式（表） 

墨田区 納付書（納入済通知書）          1 

○公    年度   後期高齢者医療保険料 

加入 

者名 
墨田区会計管理者 

口座記号 

番 号 
 

合計 

金額 
円 

収納機関 

番 号 

 納付 

番号 

 確認 

番号 

 納付 

区分 

 

納期限 通知書番号 年度 期別 

▼  ▼  ▼  ▼  ▼  ▼  ▼   

 

 

保険料 円 延滞金 円 領収日付印 

督促手数料 円 合計金額 円 

コンビ

ニ
等収

納
用 

収納代行： 

（御注意） 

バーコード 

がないもの、

あっても読

み取りがで

きないもの

や金額を訂 

正した場合、

コンビニエ

ンスストア 

等では納付 

できません。

（主管課/コン

ビニ等本部保

管） 

納付 

義務 

者名 

 指定期限  

バーコード 

使用期限 

 

 

取りまとめ店：  

主管課： 

□ 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
くだ

さ
い
。 

  1 墨田区   ○公  

   納付書（原符） 
 
  年度 

後期高齢者医療保険料 

加入者名    墨田区会計管理者 

口座記号番号 

保険料            円 

延滞金            円 

督促手数料          円 

合計金額 

               円 

納付義務者名 

通知書番号 

納期限 

指定期限 

 

被保険者番号： 

 

墨田区 

13107 

領収日付印 

収納代行： 

 

主管課 

 

金融機関保管・コンビニ等店舗控 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
しく

だ
さ
い
。 

墨田区 領収証書 

下記のとおり領収しました。

           ○公
  年度 

後期高齢者医療保険料 

加入者名 墨田区会計管理者 
口座記号番号 
保険料        円 

延滞金        円 
督促手数料      円 

合計金額       円 

納付義務者名 

通知書番号 

納期限 

指定期限 

 
被保険者番号： 

 

交付日： 

収納代行： 

 
 
 

領収日付印 

 
 
 
 
納付者保管・収入印紙不要 

 

保険料が未納となっていますので、指定期限までに
納めてください。 

 
     〇納付書と領収証書の納期限欄に記載されている日付

は当初の納期限です。 
     〇納付場所は、裏面に記載しています。 
     〇金融機関等で納付した場合、区が納付を確認するこ

とができるまでに２週間程かかります。既に納付済
の場合は、行き違いですので御了承ください。 
 

＜主管課＞ 

 

 

 

督促状       【指定期限】  年  月  日 

  年  月  日 

墨田区長      印   

   年度 後期高齢者医療保険料 

未納額 円 延滞金 円 督促手数料 円 

被保険者番号： 

通知書番号  

 

 

 

お
問
合
せ
先
は
裏
面
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。 

縦 １１４ミリメートル 
横 ４３２ミリメートル 



第８号様式（裏） 

御注意 

〇分割で納付している方にも、法の定めにより督促状が送付されますので、御了承ください。（地
方自治法第 231 条の 3第 1項） 
〇指定期限までに保険料を納付していない場合、負担の公平性を期すため、滞納処分を実施するこ
とがあります。 
〇納付の都合がつかない場合は、納付相談をお受けいたします。 

延滞金 

 後期高齢者医療保険料を納期限までに納付しなかったときは、当初の納期限の翌日から納付の日
までの日数に応じ、その保険料額（1,000 円未満の端数は切捨て）に年 14.6%を上限として延滞金に
係る延滞金特例基準割合（※）に年 7.3%の割合を加算した割合（納期限の翌日から 3 か月を経過す
る日までは、年 7.3%を上限として延滞金特例基準割合に年 1%の割合を加算した割合）で計算した金
額（100 円未満の端数は切捨て）に相当する延滞金が加算されます。ただし、保険料額が 2,000 円
未満の場合、又は延滞金が 1,000 円未満の場合は加算されません。 
 この納付書の延滞金は、納期限の翌日から発行した日までの日数に応じて計算してありますの
で、納付した日によっては延滞金に差額が生じ、後日差額を請求させていただくことがあります
（この納付書での請求が延滞金だけの方は、保険料の完納日で計算した確定延滞金です。）。 
※延滞金特例基準割合…各年の前々年の 9月から前年の 8月までの各月における銀行の新規の短期 

貸付約定平均金利の合計を 12 で除して得た割合として各年の前年の 11 月
30 日までに財務大臣が告示する割合に、年 1%の割合を加算した割合 

不服申立て及び取消訴訟 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内
に、東京都後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます（なお、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して 3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して 1年を
経過すると審査請求をすることができなくなります。)。ただし、地方税法第 19 条の 4の規定の適
用があり、同条に定める期限の方が上記の期限よりも早いときは、その早い方の期限までに審査請
求をする必要があります。 
 また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、保険料の決定について
は東京都後期高齢者医療広域連合を被告として（代表者は、東京都後期高齢者医療広域連合長とな
ります。）、徴収方法については墨田区を被告として（代表者は、墨田区長となります。）提起す
ることができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内であっ
ても、裁決があった日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが
できなくなります。）。 
 ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分
の取消しの訴えを提起することができます（なお、②又は③に該当する場合については、地方税法
第 19 条の 13 で準用する同法第 19 条の 4に定める期限を過ぎて処分の取消しの訴えを提起すること
はできません。）。 
① 審査請求があった日の翌日から起算して 3か月を経過しても裁決がないとき。 
② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

主管課 

 

 

電話 

受付時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収証書とレシートは 

大切に保管してください。 

納付場所  

 



第９号様式（表） 

年  月  日 

 

墨⽥区⻑    印 

 

後期高齢者医療保険料 還付充当通知書 

 
納めた保険料に還付・充当が生じましたので通知します。 

納付義務者 
氏名・名称 

 

          

過誤納番号 過誤納発生の理由  過誤納合計額 
＋ 

還付加算金 
− 

充当合計額 
＝ 

還付額 

       

＜過誤納の詳細＞ 

科目  年度    通知書番号  

期別 

（月） 

納付すべき額 納付済額 過誤納額 

保険料額 督手 延滞金 保険料額 督手 延滞金 保険料額 督手 延滞金 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

合計          

＜振込先口座＞ 還付額がある方は、別紙還付請求書に御記入ください。 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  口座名義人  

＜不服申立て及び取消訴訟＞ 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、墨
⽥区⻑に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算
して３か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をするこ
とができなくなります。）。 
 また、この処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、墨⽥区を被告として（訴訟において
墨⽥区を代表する者は、墨⽥区⻑となります。）提起することができます（なお、当該裁決があったこと
を知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過す
ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
 ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消
しの訴えを提起することができます。 
① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 
② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 【お問合せ先】 

 
備考 

 

（Ａ４） 



第９号様式（裏） 

＜充当先の詳細＞ 

充当先 

氏名・名称 

 

 

科目 
通知書番号 期別 

（申告） 

充当額 充当後の未納額 

年度 本税 督手 延滞金 本税 督手 延滞金 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

合 計       
 

 



第１０号様式 削除 

   付 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の墨田区後期高齢者医

療に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）は、令和７年９月１６日から

適用する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区後期高齢者医療に関する条

例施行規則（以下「旧規則」という。）の規定により現に行っている通知その他の

行為は、新規則の規定により行った通知その他の行為とみなす。 

３ 旧規則第３号様式、第３号の２様式及び第８号様式により作成された用紙で、現

に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。 


